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↱
の
負
担
増
が
予
定(

年
金 

 
 

 
 

給
付
引
下
げ
、
年
金
保
険 

 
 

 
 

料
ア
ッ
プ
、
年
金
課
税
、
各 

 
 

 
 

種
控
除
廃
止
・
縮
小
、
所
得 

税
定
率
減
税
廃
止
・
縮
小
、
住
民
税
均
等

割
り｢

改
正｣

、
生
活
保
護｢

改
正｣

、
介
護

保
険
見
直
し
な
ど
）
、
併
せ
る
と
７
兆
円

の
負
担
増
と
な
り
、
07
年
度
に
は
、
消

費
税
を
10
％
に
引
上
げ
を
谷
垣
財
務
相

が
言
明
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
足
立
理
事
は
、
国
民
の
生
活
困

難
と
健
康
破
壊
の
背
景
は
、
ア
メ
リ
カ
型

社
会
を
モ
デ
ル
と
し
た
新
自
由
主
義
の

弱
肉
強
食
、
利
潤
優
先
、
競
争
原
理
の
小

泉
「
構
造
改
革
」
に
あ
る
と
指
摘
、
こ
の

た
め
国
民
と
の
矛
盾
が
深
ま
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。 

 
 

医
療
制
度
「
改
革
」
の
動
き 

 

80
年
代
か
ら
90
年
代
前
半
の
自
己
負

担
増
、
公
的
支
出
削
減
を
へ
て
年
金
・
医

療
保
険
の
公
的
範
囲
の
限
定
・
縮
小
を
進

め
た
。
医
療
分
野
で
は
、
財
界
な
ど
の
強

い
要
求
を
反
映
し
て
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
等

の
特
定
療
養
費
化(

保
険
範
囲
の
縮
小)

を
拡
大
し
公
的
保
険
と
私
的
保
険
と
自

己
負
担
で
取
り
混
ぜ
る
「
混
合
診
療
」
解

禁
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
介
護
保
険
は

個
別
の
事
業
者
と
契
約
と
い
う
市
場
原

理
を
導
入
し
、
公
的
保
険
か
ら
の
支
給
限

度
額
を
設
定
す
る
給
付
制
限
、
こ
れ
を
超

え
る
部
分
は
全
額
自
己
負
担
と
な
っ
て
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明 け ま し て お め で と う ！ 今 年 も よ ろ し く 

   
 
 
 
 
 

 

12
月
の
研
究
会
は
、
前
回
の
非
正
規
の
組

織
化
の
課
題
か
ら
医
療
制
度
の
研
究
へ
と
シ

フ
ト
し
た
こ
と
で
参
加
の
心
配
を
し
ま
し
た

が
徒
労
に
終
わ
り
ホ
ッ
と
し
た
で
す
。 

 

今
回
の
発
表
は
、
当
研
究
所
の
理
事
で
あ

り
医
療
団
体
、
県
社
保
協
等
で
活
躍
さ
れ
た

足
立
氏
に
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

深
刻
化
す
る
国
民
の 

生
活
・健
康
破
壊 

 

国
民
の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
に
各
世
論

調
査
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
雇
用
不
安

は
８
割
、
収
入
や
増
税
、
年
金
、
医
療
等
の

負
担
増
へ
の
不
安
が
上
位
を
占
め
、
内
閣
府

の
今
年
６
月
発
表
で
は
、「
老
後
の
生
活
不

安
」
が
80
％
以
上
あ
り
、「
社
会
保
障
の
給

付
減
少
」
76
％
と
な
っ
て
い
る
。
厚
労
省
02

年｢

所
得
再
配
分
調
査
報
告
書｣

に
よ
る
と
ア

メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
で
所
得
格
差
、

貧
富
の
２
極
化
が
進
ん
で
い
る
。
更
に
健
保

本
人
３
割
負
担
、
高
齢
者
患
者
負
担
等
の
相

次
ぐ
負
担
増
、
国
保
料
滞
納
世
帯(

465
万
世

帯)

の
増
加
に
よ
る
疾
病
の
重
症
化
が
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
昨
年
の
自
殺

者
数
３
万
４
千
人
以
上
、
６
年
連
続
３
万
人

超
と
な
っ
て
い
る
。 

小
泉
「
構
造
改
革
」
に
よ
り
国
民
負
担
４

兆
円
と
な
り
、
今
後
３
年
間
で
３
兆
円 

↳ 

↱
い
る
。 

 

最
近
の
動
き
は
、
厚
労
省
は
社
会
保
障
審

議
会
医
療
保
険
部
会
に
提
示
、
71
歳
以
上

（
07
年
ま
で
段
階
的
に
75
歳
ま
で
引
上
げ

ら
れ
る
）
を
対
象
に
し
た
現
行
の
老
人
保
健

法
を
廃
止
し
、「
新
し
い
高
齢
者
医
療
制
度
」

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
対

象
を
75
歳
以
上
の
高
齢
者
と
す
る
、②
給
付

費
の
５
割
を
公
費
、
残
り
は
介
護
保
険
と
同

じ
全
て
の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
か
ら
保
険

料
を
徴
収
し
、
介
護
保
険
と
併
せ
、
更
に
現

役
世
代
か
ら
も
徴
収
す
る
。
こ
の
こ
と
は
扶

養
家
族
で
保
険
料
負
担
の
な
い
約
360
万
人

の
高
齢
者
が
新
た
に
負
担
を
強
い
ら
れ
る
、

③
運
営
は
、
都
道
府
県(

政
管
健
保)

や
市
町

村
の
広
域
連
合(

国
保)

が
行
い
、
介
護
保
険

同
様
に
財
政
も
運
営
者
が
責
任
を
持
つ(

地

域
医
療
の
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
を
設
定)

④
医
療
保
険
の
財
政
基
盤
の
安
定
と
し
て
、

国
保
・
政
管
健
保
・
組
合
健
保
の
運
営
は
、

都
道
府
県
単
位
に
再
編
・
統
合
し
保
険
料
率

決
定
等
も
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

ま
た
、
老
人
保
健
事
業
と
介
護
保
険
の
見

直
し
が
検
討
さ
れ
、
65
歳
を
目
標
に
し
た
生

活
習
慣
病
予
防
対
策
を
「
健
康
な
85
歳
」
に

し
て
、
老
健
事
業
で
の
国
、
都
道
府
県
、
市

町
村
の
３
分
の
１
づ
つ
負
担
を
、
介
護
保
険

で
の
国
の
給
付
費
の
４
分
の
１
の
負
担
を

検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
厚
労
省
は
、
04

年
10
月
に
は
同
部
会
に「
老
人
医
療
費
等
抑

制
を
図
る
対
策
案
」
と
し
て
、
都
道
府
県
に

新
た
に
「
医
療
費
適
正
計
画
」
の
策
定
を
↳ 

医
療
制
度
「
改
革
」
を
め
ぐ
る 

 
 
 
 

最
近
の
動
向
と
問
題
点 

 
 
 

足
立
三
明(

静
岡
県
労
働
研
究
所
理
事) 

12月 17 日 
 （金） 
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↳
提
示
し
た
。
同
部
会
は
、
今
後
政
管
健
保
等
を

含
む
保
険
者
の
再
編
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直

し
、
入
院
患
者
の
食
費
や
光
熱
費
等
、
全
額
自
己

負
担
な
ど
の
論
議
が
進
ん
で
い
る
。 

「
公
的
保
険
給
付
の
内
容
お
よ
び
範
囲
の
見
直

し
」
の
動
き
と
「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
」
の
動

き
が
急
速
に
強
ま
っ
て
い
る
。「
規
制
改
革
・
民
間

開
放
推
進
会
議
」(
議
長:

宮
内
義
彦
オ
リ
ッ
ク
ス

会
長)

は
、
医
療
分
野
に
お
け
る
、
医
療
経
営
や
特

養
ホ
ー
ム
へ
の
株
式
会
社
参
入
や
保
険
診
療
と
自

由
診
療(

保
険
外
診
療
＝
自
費
診
療)

を
併
用
す
る

混
合
診
療
を
全
面
解
禁
し
、「
少
な
く
と
も
一
定
水

準
以
上
の
病
院
で
は
、
全
て
の
施
術
に
つ
い
て
解

禁
す
る
」「
看
護
、
介
護
分
野
で
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
や

タ
イ
等
、
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
の
具
体
化
」

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
混
合
診
療
が
容
認
さ

れ
る
べ
き
具
体
例
」
と
し
て
、
①
専
門
医
の
間
で

認
知
さ
れ
て
い
る
新
し
い
検
査
薬
、
治
療
法
、
保

険
未
承
認
医
療
材
料
、
②
一
連
の
診
察
行
為
の
中

で
行
な
う
予
防
的
な
処
置
、
③
患
者
の
価
値
観
に

よ
り
左
右
さ
れ
る
診
療
行
為(

が
ん
摘
出
後
の
乳

房
の
再
建
術
な
ど)

④
診
療
行
為
に
付
帯
す
る
サ

ー
ビ
ス(

国
の
基
準
を
超
え
る
手
厚
い
配
置)

な
ど

を
挙
げ
て
い
る
。 

厚
労
省
は
03
年
12
月
に
一
般
用
医
薬
品
の
内

350
品
目
を
法
改
正
な
し
で
医
薬
品
部
外
品
と
し

て
、
コ
ン
ビ
ニ
等
で
販
売
を
認
め
、
医
療
や
介
護

分
野
で
の
生
保
・
損
保
会
社
の
契
約
件
数
は
、
02
年

は
321
万
件
と
激
増
し
て
い
る
、
と
述
べ
ま
し
た
。 

民
主
党
「
岡
田
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、
政
府･

与
党
と
基
本
的
に
同
じ
と
批
判
し
て
お
り
ま
す
。
↱ 

↳
日
本
経
団
連
「
奥
田
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
対
し
て
も
厳
し

く
批
判
し
、
新
自
由
主
義
的
な
価
値
観
は
、
人
権
侵
害

を
生
み
、
憲
法
25
条
の
生
存
権
を
も
侵
す
こ
と
で
あ

る
と
述
べ
ま
し
た
。 

 

 
 

医
療
・
社
会
保
障
の
財
源
問
題 

 

社
会
保
障
の
原
則
は
「
財
源
は
原
則
と
し
て
、
資

本
と
国
の
負
担
及
び
累
進
性
の
あ
る
労
働
者
の
保

険
料
負
担
、
給
付
は
必
要
に
応
じ
て
」
で
、
そ
の
役

割
は
所
得
格
差
を
出
来
る
だ
け
少
な
く
、
誰
も
が
安

心
し
て
人
間
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
作
る
こ

と
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
70
年
代
後
半
か
ら
、
政
府
自
民
党
は
一

貫
し
て
公
的
社
会
保
障
制
度
の
縮
小･

後
退
策
を
と

っ
て
国
や
資
本
の
責
任
を
軽
減
し
て
き
た
。
医
療
保

険
や
国
民
保
険
へ
の
国
の
補
助
率
や
健
保
制
度
か

ら
老
人
保
健
を
切
り
離
し
、
更
に
介
護
保
険
制
度
を

導
入
し
補
助
率
を
引
き
下
げ
、
国
民
・
患
者
・
利
用

者
負
担
増
を
取
り
入
れ
て
き
た
。 

 

日
本
の
大
企
業
の
社
会
保
障
負
担
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
比
べ
低
く
国
民
所
得
に
占
め
る
割
合
は
、
↱ 

【
今
後
の
日
程
表
】 

◆
１
月
13
日(

木)

18:

30
～
第
16
回
理
事
会 

 
 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ 

◆
１
月
21
日(

金)

18:

30
～
第
16
回
定
例
研
究
会「
ペ

イ
・
エ
ク
イ
テ
ィ
（
衡
平
な
賃
金
）
の
可
能
性
を
探

る
」
会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
第
１
会
議
室 

◆
１
月
29
日(

土)

13:

30
～
静
岡
講
座
Ⅱ
「
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
不
安
定
雇
用
・
貧
困
」: 

 

講
師:

布
川
日
佐
史
静
大
教
授
（
所
長
）
会
場:

あ
ざ
れ

あ
・
第
２
会
議
室 

◆
2
月
20
日(

日)

13:

00
～
特
別
研
究
会
「
今
が
旬
、

首
都
圏
青
年
ユ
ニ
オ
ン
…
青
年
と
雇
用
」 

後
藤
道

夫
教
授(

都
留
文
化
大
学) 

 
 

会
場:

静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ
展
示
室 

↳
フ
ラ
ン
ス
の
半
分
、
ド
イ
ツ･

イ
ギ
リ
ス
の
７
～

８
割
で
あ
る
。
日
本
も
税
、
社
会
保
障
の
企
業
負
担

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
並
み
に
し
た
だ
け
で
、
20
兆
円
～

40
兆
円
の
財
源
が
可
能
と
な
る
。 

 

足
立
氏
は
、
終
り
に
あ
た
っ
て
、
医
療
制
度
の
充
実

を
求
め
る
た
め
に
は
、
従
来
の
枠
を
超
え
た
全
国
的
な

幅
広
い
運
動
を
築
き
、
地
域
、
職
場
か
ら
資
本
、
自
治

体
に
迫
る
粘
り
強
い
運
動
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
で

あ
る
と
結
ん
だ
。 

 

【
討
論
の
輪
】 

 

老
人
医
療
の
問
題
と
し
て
、
老
人
医
療
の
無
料
化

か
ら
有
料
化
に
、
背
景
と
し
て
運
動
が
ど
う
展
開
し

た
の
か
？
朝
日
訴
訟
の
運
動
は
？
ま
た
、
医
療
制
度

改
革
を
私
達
の
生
活
と
関
連
し
て
、
新
た
な
制
度
構

想
を
大
胆
に
提
起
す
る
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
か

な
ど
も
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
文
責 

片
桐
） 


